
○

預
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

号
）
（
附
則
第
二
十
八
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法

第
十
一
条

金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法

律
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

律
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
百
七
十
七
条
」
を
「
第
百
七
十
七
条
の
二
」
に
、
「
第
百
七
十

「
第
二
節

預
金
保
険
機
構
の
権
限
（
第
百
六
十
五
条－

第
百
七
十

目
次
中

七
条
の
二
」
を
「
第
百
七
十
七
条
の
二
の
二
」
に
、
「
第
二
款

保
険
会
社
の

第
三
節

投
資
者
保
護
基
金
の
権
限
（
第
百
七
十
七
条
の
二－

第

更
生
手
続
に
お
け
る
保
険
契
約
の
取
扱
い
等
（
第
百
七
十
七
条
の
二
十
八－

第

「

第
二
節

預
金
保
険
機
構
の
権
限
（
第
百
六

「

第
二
款

保
険
会
社
の
更
生
手
続
に
お

第
三
節

投
資
者
保
護
基
金
の
権
限
（
第
百

第
四
章
の
二

金
融
機
関
等
の
再
生
手
続
の

七
条
）

第
四
章
の
二

金
融
機
関
等
の
再
生
手
続
の
特

を

百
七
十
七
条
の
三
十
四
）
」
を

第
一
節

監
督
庁
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

百
七
十
七
条
の
十
四
）
」

第
一
節

監
督
庁
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の

第
二
節

預
金
保
険
機
構
の
権
限
（
第
百

第
二
節

預
金
保
険
機
構
の
権
限
（
第
百
七

第
三
節

投
資
者
保
護
基
金
の
権
限
（
第

第
三
節

投
資
者
保
護
基
金
の
権
限
（
第
百

け
る
保
険
契
約
の
取
扱
い
等
（
第
百
七
十
七
条
の
二
十
八－
第
百
七
十
七
条
の

十
五
条－

第
百
七
十
七
条
の
二
）

特
例

七
十
七
条
の
二
の
二－

第
百
七
十
七
条
の
十
四
）

の
申
立
て
等
（
第
百
七
十
八
条－

第
百
七
十
八
条
の
七
）

例

に
、
「
第
百
七
十
八

七
十
八
条
の
八－

第
百
七
十
八
条
の
二
十
四
）

申
立
て
等
（
第
百
七
十
八
条－

第
百
七
十
八
条
の
七
）

百
七
十
八
条
の
二
十
五－

第
百
七
十
八
条
の
四
十
）

十
八
条
の
八－

第
百
七
十
八
条
の
二
十
四
）

三
十
四
）

七
十
八
条
の
二
十
五－

第
百
七
十
八
条
の
四
十
）

」

条
」
を
「
第
百
七
十
八
条
の
四
十
一
」
に
改
め
る
。

に
、
「
第
百
七
十
八
条
」
を
「
第
百
七
十
八
条
の
四
十
一
」
に
改
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」

め
る
。

第
一
条
中
「
更
生
手
続
」
の
下
に
「
、
再
生
手
続
」
を
加
え
る
。

第
一
条
中
「
更
生
手
続
」
の
下
に
「
、
再
生
手
続
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
預
金
等
債
権
」
と
は
、
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
預
金
等
債
権
」
と
は
、
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十

六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
等
（
政
令
で
定

六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
預
金
等
（
政
令
で
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
債
権
を
い
う
。

め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
債
権
を
い
う
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
（
同
条
第
四
項
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
「
更

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
（
同
条
第
四
項
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
「
更

生
手
続
開
始
の
登
記
」
と
あ
る
の
は
「
更
生
計
画
認
可
の
登
記
」
と
、
「
整
理

生
手
続
開
始
の
登
記
」
と
あ
る
の
は
「
更
生
計
画
認
可
の
登
記
」
と
、
「
整
理

開
始
又
は
特
別
清
算
開
始
の
登
記
」
と
あ
る
の
は
「
破
産
の
登
記
又
は
再
生
手

開
始
又
は
特
別
清
算
開
始
の
登
記
」
と
あ
る
の
は
「
破
産
の
登
記
又
は
再
生
手

続
開
始
の
登
記
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
更
生
手
続
開
始
決
定
取
消
の
登
記
」

続
開
始
の
登
記
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
更
生
手
続
開
始
決
定
取
消
の
登
記
」

と
あ
る
の
は
「
更
生
計
画
認
可
の
取
消
し
の
登
記
」
」
を
「
「
整
理
開
始
又
は

と
あ
る
の
は
「
更
生
計
画
認
可
の
取
消
し
の
登
記
」
」
を
「
「
整
理
開
始
又
は

特
別
清
算
開
始
」
と
あ
る
の
は
「
整
理
開
始
」
」
に
改
め
る
。

特
別
清
算
開
始
」
と
あ
る
の
は
「
整
理
開
始
」
」
に
改
め
る
。

（
略
）

（
略
）
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